
第28号 新  潟  県  報 令和８年４月14日(火) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主  要  目  次 

 

告   示 
 301 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく医療機関の指定（福祉保健総務課） 
 302 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関の廃止（福祉保健総務課） 
 303 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関の休止（福祉保健総務課） 
 304 特定計量器定期検査の実施（計量検定所） 
 305 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 306 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 307 土地改良事業の工事完了届（農地計画課） 
 308 土地改良区役員の就退任届（農地計画課） 
 309 県営土地改良事業の工事完了（農地建設課） 
 310 県営土地改良事業の工事完了（農地建設課） 
公   告 
  特定施設の届出に対する知事の意見（地域産業振興課） 
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告   示 

◎新潟県告示第301号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場

合を含む｡)の規定により、次のとおり医療機関を指定した。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 指 定 年 月 日 

鈴木医院 村上市有明929－１ 令和８年３月１日 

ラベンダー薬局 村上市有明929番51 令和８年３月２日 

ふじい整形外科 阿賀野市若葉町７－３ 令和８年４月１日 

グッドモーニングデンタル 
南魚沼市六日町1818番地２ 六日町第四ビル 

１Ｆ 
令和８年４月１日 

医心館 訪問看護ステーション 

上越Ⅱ 
上越市上源入646番２ 令和７年７月１日 

 

◎新潟県告示第302号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による
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場合を含む｡)の規定により、次のとおり指定医療機関から事業の廃止の届出があった。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 廃 止 年 月 日 

医療法人社団 田村医院 柏崎市西本町２丁目３番４号 令和８年３月31日 

津南町訪問看護ステーション 中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682番地 令和８年３月31日 

鈴木医院 村上市有明848 令和８年２月28日 

ラベンダー薬局 村上市有明849－３ 令和８年３月１日 

アイン薬局直江津店 上越市東雲町１丁目６番11号 令和８年３月13日 

すぎはら整形外科 阿賀野市若葉町７－３ 令和８年２月20日 

 

◎新潟県告示第303号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

場合を含む｡)の規定により、次のとおり指定医療機関から事業の休止の届出があった。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 休 止 年 月 日 

佐藤歯科医院 新発田市下小中山1024番地150 令和８年２月26日 

 

◎新潟県告示第304号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、聖籠町の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う日時等 

検査日時 検査場所 検査区域等 

５月15日（金） 

５月18日（月） 

５月19日（火） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

聖籠町倉庫（役場隣） 

 

聖籠町全域 

５月20日から令和

９年３月15日まで。 

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月29日、同月30日、

同月31日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 



第28号 新  潟  県  報 令和８年４月14日(火) 

3 

◎新潟県告示第305号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、佐渡市の新穂村土地改良区の定款の変更を令

和８年４月２日認可した。 

令和８年４月14日 

新潟県佐渡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第306号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、中魚沼郡津南町の津南郷土地改良区の定款の

変更を令和８年４月３日認可した。 

令和８年４月14日 

新潟県十日町地域振興局長 

 

◎新潟県告示第307号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。 

令和８年４月14日 

新潟県新潟地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

五泉市 

早出川土地改良区 
桑山 区画整理 令和８年２月13日 

 

◎新潟県告示第308号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、新発田市の五十公野土地改良区から次のとお

り役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

令和８年４月14日 

新潟県新発田地域振興局長 

１ 就任 

 理事 新発田市上内竹438番地      仲川 重平 

                    （理事長） 

〃    〃  五十公野4090番地    小谷野 勝博 

  〃    〃    〃  4873番地    村山 隆 

  〃    〃  荒町甲476番地      坂井 与志一 

  〃    〃  上新保474番地      長嶋 藤男 

 監事    〃  五十公野4093番地    川瀬 孝男 

  〃    〃  山崎114番地       渡邉 保弘 

 就任年月日 令和８年４月１日 

２ 退任 

 理事 新発田市上内竹438番地      仲川 重平 

                    （理事長） 

〃   〃  下新保404番地３     内田 信雄 

  〃   〃  五十公野4873番地    村山 隆 

  〃   〃    〃  4090番地    小谷野 勝博 

  〃   〃  荒町甲476番地      坂井 与志一 

 監事   〃  下内竹449番地      加藤 研一 

  〃   〃  五十公野4093番地    川瀬 孝男 

 退任年月日 令和８年３月31日 

 

◎新潟県告示第309号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した次の県営土地改良事業の工事が

完了した。 
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令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

地 区 名 事業名 市町村名 完了年月日 

佐渡 農業用用排水施設整備（総合土地改良）事業 佐渡市 令和６年12月24日 

 

◎新潟県告示第310号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した次の県営土地改良事業の工事が

完了した。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

地 区 名 事業名 市町村名 完了年月日 

桑山川 農用地保全施設整備（湛水防除）事業 五泉市 令和８年２月５日 

 

公   告 

特定施設の届出に対する知事の意見について（公告） 

新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例（平成19年新潟県条例第86号）第14条第１項の規定によ

る知事の意見の概要を次のとおり公表する。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 特定施設の名称、新設にかかる土地の所在地及び設置者 

名 称 新潟駅周辺開発 

所在地 新潟市中央区花園一丁目185 外51筆 

設置者 東日本旅客鉄道株式会社 

２ 意見の概要 

意見を有しない。 

３ 縦覧場所 

新潟県産業労働部地域産業振興課 

（新潟市経済部商業振興課、長岡市商工部産業支援課、三条市経済部商工課、新発田市商工振興課、加茂市

商工観光課、燕市産業振興部商工振興課、五泉市商工観光課、阿賀野市産業建設部商工観光課、聖籠町産業

観光課、田上町産業振興課及び弥彦村産業部観光商工課でも閲覧可能） 

４ 縦覧期間 

令和８年４月14日から令和８年５月14日まで 

 

特定農業用ため池の指定解除について（公告） 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定により指定した、次の

特定農業用ため池の指定を解除したので、同条第５項において準用する同条第３項の規定により公示する。 

令和８年４月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

特定農業用ため池の名称 特定農業用ため池の所在地 指定の解除の年月日 

主馬殿 小千谷市 真人町字主馬殿甲2352－子 令和８年３月30日 

中尾 上越市 名立区名立大町下中尾3053、3054－１他 令和８年３月30日 

上ノ山 上越市 名立区赤野俣土ノ山1290 令和８年３月30日 

中村 上越市 安塚区本郷 令和８年３月30日 

古溜 妙高市 大字上堀之内 令和８年３月30日 
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